
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 県教育委員会は、主催する会議や研修、調査やアンケートなどの縮減、各学校における「多忙化改善計画」へ

の指導助言などを通じて、長時間勤務となっている教員の働き方を改善し、質の高い教育の展開に努めます。 

 

 ○ 市町村教育委員会では、主催する会議や各種調査の縮減を図るとともに、校務を支援するシステムの導入や給

食費徴収の負担軽減、地域人材の活用などについて検討を進め、教員の多忙化改善に計画的に取り組みます。 

 

 ○ 公立小中学校長会及び高等学校長協会では、各学校長が、会議や業務の効率化、学校行事や部活動の負担軽減

等に計画的に取り組むとともに、勤務時間管理に努め、教員の意識や働き方を改革していくことを支援します。 

 

○ ＰＴＡ協議会及び高等学校ＰＴＡ連合会では、教員が丁寧に子どもに寄り添い、豊かな成長が実現されるよう、

学校との共通理解・認識を深め、より良い協力関係を築き、教員の働き方改革を応援・支援していきます。 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年 ９月 ７日 

               山 梨 県 教 育 委 員 会 教育長     

                      山 梨 県 市 町 村 教 育 委 員 会 連 合 会 会 長 

山 梨 県 公 立 小 中 学 校 長 会 会 長 

山 梨 県 高 等 学 校 長 協 会 会 長                   

山 梨 県 Ｐ Ｔ Ａ 協 議 会 会 長 

山 梨 県 高 等 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 連 合 会 会 長 

 

  

○ 県教育委員会が平成 29年９～10月に行った調査からは、以下のように教員の長時間勤務の状況が明らか

になりました。 

  小学校教諭 中学校教諭 高等学校教諭 特別支援学校教諭 

平日の平均勤務時間 １１時間２０分 １１時間３０分 １０時間５８分 １０時間４０分 

１週間の学内総勤務時間 

が 60 時間を超える割合 
２５．８％ ５２．８％ ３７．７％ １０．１％ 

○ 調査によれば、教員は、授業やそのための準備、集団や個人への生徒指導（いじめや不登校への対応も含

む）、成績処理、学校行事の準備、校内の係分担や学級経営の業務、部活動指導、関係機関や保護者への対応、

登下校の安全確保など、子どもたちに関わる多様な業務を行っています。 

 ○ このように、広範な役割を担っている教員の負担を軽減し、多忙化を改善していくことが、本県教育の充

実に向けて重要な課題となっています。 

参考資料  「山梨県教員勤務実態調査結果」 

☆ 私たちは、「教員の子どもと向き合う時間」を確保していくことが、子ども

たち一人ひとりに対するきめ細かで柔軟な指導につながり、「生きる力」を着

実に育む学校教育に結びつくことを相互に理解・共有するとともに、その実現

に向け、保護者や県民の御理解・御協力を得ながら連携・協働して、教員の働

き方改革に向けた取り組みを推進・支援して参ります。 

 



 

 

 

 

 

 

○ 学校閉庁日の設定 

 ・ お盆や年末年始の時期等を閉庁日とし、原則として、課外授業や部活動等の教育活動は行わず、

教員が年次有給休暇を取得できるようにする。 

○ 教員の勤務時間管理の徹底 

 ・ 教員の勤務時間を客観的かつ適正に把握し、長時間勤務の改善、教員の業務の平準化・効率化を

推進する。 

○ 時間外の留守番電話対応 

 ・ 教員の時間外勤務の縮減に向け、緊急時の連絡方法を確保の上、時間外は、留守番電話による対

応とする。 

○ 運動部活動ガイドラインに沿った活動 

 ・ 原則として、平日の活動時間は２時間程度、学校の休業日は３時間程度とし、できるだけ短時間

で合理的かつ効率的・効果的な活動を行う。（文化部活動も準じる） 

 

 
 

 

山梨県教育委員会・山梨県市町村教育委員会連合会・山梨県公立小中学校長会 

山梨県高等学校長協会・ 山梨県ＰＴＡ協議会 ・山梨県高等学校ＰＴＡ連合会 

取組主体 主 な 取 り 組 み 内 容 

県教育委員会 

○ 主催する会議や研修、調査・アンケートを毎年５％以上縮減 

○ 市町村教育委員会と連携し、校務支援システムの導入などについて検討 

○ 専門スタッフ（部活動指導員や学力向上スタッフ）の任用補助 

○ 各学校等の取り組みについて指導・助言 

市町村教育委員会 

○ 主催する会議や研修、調査・アンケートの縮減 

○ 校務支援システムの導入や給食費の公会計化等の検討 

○ 地域人材活用の検討・実施 

○ 各学校の取り組みについて指導・助言 

学   校 

○ 放課後に会議や部活動を実施しない「きずなの日」を月 2回実施 

○ 会議や業務の効率化の推進 

○ 学校行事の負担軽減 

○ 部活動の休養日（原則として平日に１日、土日のどちらか１日）の設定 

○ 校内組織の見直し 

○ 地域人材の活用 

山梨県では、教員の働き方改革を進めています！！ 

「山梨県 教員の多忙化改善に向けた取組方針」（H29～H32） 

「学校における働き方改革に関する緊急対策」通知（H30.2.9文部科学事務次官）より 

保護者、県民の皆さまの御理解、御協力をお願いします！！ 


